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Ⅲ　年間事業の概要

ⅶ 考古学研究最前線

　平成29度から新たな取り組みとして始めた解説会で，埋蔵文化財センター職員が積み重ねてき
た考古学の研究成果を踏まえ，新しい知見や最新情報を解説する専門性の高い講座として開催して
いる。
　今年度は「城郭構造の変遷」と「土佐の絵画土器」をテーマに2回実施し65人の参加があった。こ
の講座では，考古学の専門的な内容を維持しつつ，歴史や現代社会の事象と絡めながら参加者に分
かりやすい資料の提示や話し方を行うことが重要と思われる。講師を務める調査員にとっても自分
の研究成果を発表し広めていける場と捉え，講義を行うことにより，資質の向上に繋がることが期
待できる。

ⅷ 考古学から学ぶ史跡の見方

　平成29年度からの新たな取り組みとして開催している講座で，埋蔵文化財センター職員や外部
講師が引率して県内外の史跡になっている遺跡を訪れ，遺跡の立地や周辺の風景にも触れてもらい
地域の歴史の中に身を置くことで，文化財に対する興味や関心を高めて，地域の史跡・遺跡の保護
や活用に目を向けてもらう企画である。
　今年度の第1回は，古代山城として石積みの門が発見され，国史跡として整備されている屋嶋城（香
川県高松市）を訪れる予定であったが，新型コロナウイルスの影響で中止とした。第2回は，長宗我
部国親の三男親泰を養子に迎えた香宗我部氏の居城である香宗城跡・宝鏡寺跡（香南市史跡），第3
回は，土佐藩山内氏の筆頭家老深尾氏の土居である佐川土居屋敷跡（佐川町）を訪れた。それぞれに

写真19　考古学研究最前線（第1回講座風景） 写真20　考古学研究最前線（第2回講座風景）

写真21　考古学から学ぶ史跡の見方（香宗城跡） 写真22　考古学から学ぶ史跡の見方（佐川土居屋敷跡）
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2. 指定管理事業

発掘調査の成果や古絵図等の資料を紹介しながら，地域の歴史での位置付けなどの説明を行うこと
で，参加者は当時の風景を思い浮かべながらフィールドワークを行った。新型コロナウイルス感染
防止対策として各回の定員を30名に減らして実施し，合計63人の参加を得られた。

ⅸ 山城講座と城歩き

　近年，関心の高まっている山城の発掘調査による研究成果や魅力について座学2回とフィールド
ワーク2回を行っている。座学では，城郭について基礎知識とともに近年の考古学の話題や地域の
歴史にも触れながら分かりやすく解説を行った。フィールドワークでは姫野々城跡（津野町）と蓮池
城跡（土佐市）を訪れ，現地で遺構を見ながら各城跡の特徴について解説を行った。新型コロナウイ
ルスの影響により，臨時休館した期間の第1回座学は中止となった。第2回以降は各回の定員を30
名に減らして実施し，合計100人の参加を得られた。
　また，フィールドワークには，一般参加者とともに地元の教育委員会や史談会などに地元参加枠
を設けており，地域の歴史文化活動との連携をすることができる機会となっている。

③出前考古学教室

ⅰ 概要

　広報普及事業の中核をなし，今年度で23年目となる。センター職員が学校等に出向き授業や体
験学習を行うもので，実施数は平成18年度以降徐々に増加し，今年度までで1,301の学校・団体で1,254
回（複数校合同開催や1校複数開催含む）実施し，参加人数は53,258人を数える。当初は学校関係のみで
あったが，近年は学校の授業（出前A）以外にも学年行事や学童クラブなどの学校関係行事等（出前B）

や公民館や博物館等の学校以外の団体等（出前C）からの依頼も受けている。前期（5月中旬〜7月）と
後期（9月〜2月）に分けて実施し，内容は遺跡や地域の歴史に関する授業，出土遺物を展示して説明
する展示解説及び火起こしや勾玉づくりの体験学習である。各メニューを申し込み校の希望や活動
時間などに応じて組み合わせて実施している。
　今年度は，実施回数53回（前期43回，後期10回），参加者数1,906人（前期1,614人，後期292人）であった。
小学校以外にも高校1校から申し込みがあり実施することができた。実施後のアンケートには，遺
跡や遺物，体験学習を通して，地域の歴史に興味をもち，昔の人の知恵や技術に感心する感想が多
く見られたことは，事業の成果としてあげることができる。

写真23　山城講座と城歩き（姫野々城跡） 写真24　山城講座と城歩き（蓮池城跡）
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ⅱ 内容

a. 考古学授業「地域の遺跡」

　授業は，地域の遺跡や発掘調査についての説明を主体に，各校の希望も取り入れる内容で行った。
小学校は6年生の社会科で学習する歴史の一環として希望する学校がほとんどであった。授業では，
地域の遺跡と歴史について学べる教材として学校別の遺跡地図を作成し，パワーポイントで遺構や
遺物の写真や図も使いながら実施した。感想では，授業が楽しい，わかりやすい，遺跡に興味をもっ
たという感想を多く得ることができた。

b. 遺物展示解説

　高知県で発掘された遺物を旧石器・縄文・弥生・古墳・古代・中世と各時代に分けて展示し，そ
れぞれの時代の遺物の特徴と生活の様子を簡潔に説明するとともに，直接土器や石器を手に取って
観察する時間を設け，日常ではできない体験をすることで，遺跡や遺物を通して，古代の人々の生
活と現代の生活の繋がりや違いを考える機会として実施した。

c. 体験学習

　火起こしは，簡単に火をつけることのできる便利な道具のある生活に慣れている児童生徒に，道
具のなかった時代の人たちがどのようにして火を起こしたのかを体験してもらう活動である。基本
的に舞錐を使った火起こしを行い，成功して時間に余裕があれば錐揉み式にもチャレンジしている。

№ 年　度 実施対象地域 対象学年 実施回数 実施校数 実施期間 授業児童生徒数 参加児童生徒数

1 平成10年度 南国市 小・中学校 8回 8校 前期/試行 450人 450人

2 平成11年度 〃 〃 10回 10校 前期 505人 1,428人

3 平成12年度 全県下 小学校 28回 40校 〃 1,352人 3,789人

4 平成13年度 〃 〃 26回 27校 〃 1,060人 2,233人

5 平成14年度 〃 〃 27回 31校 〃 944人 2,541人

6 平成15年度 〃 〃 29回 31校 〃 1,232人 2,121人

7 平成16年度 〃 〃 31回 41校 〃 1,083人 1,083人

8 平成17年度 〃 〃 33回 34校 前・後期 1,049人 1,357人

9 平成18年度 〃 〃 51回 60校 〃 1,772人 1,703人

10 平成19年度 〃 小・中学校 51回 69校 〃 2,058人 2,467人

11 平成20年度 〃 〃 52回 64校 〃 1,688人 2,088人

12 平成21年度 〃 小・中・高等学校 48回 53校 〃 1,369人 1,438人

13 平成22年度 〃 〃 65回 66校 〃 2,470人 2,571人

14 平成23年度 〃 〃 61回 64校 〃 2,045人 2,223人

15 平成24年度 〃 〃 79回 71校 〃 2,710人 2,937人

16 平成25年度 〃 〃 87回 79校 〃 3,184人 3,242人

17 平成26年度 〃 〃 97回 94校 〃 3,660人 3,660人

18 平成27年度 〃 〃 92回 85校 〃 3,052人 3,052人

19 平成28年度 〃 〃 101回 97校 〃 3,375人 3,375人

20 平成29年度 〃 〃 75回 76校 〃 2,569人 2,569人

21 平成30年度 〃 〃 77回 79校 〃 2,602人 2,602人

22 令和元年度 〃 〃 73回 67校 〃 2,423人 2,423人

23 令和2年度 〃 〃 53回 47校 〃 1,906人 1,906人

合計 1,181回 1,226校 － 44,558人 53,258人

表13　平成10〜令和2年度出前考古学教室実績一覧

Ⅲ　年間事業の概要
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表14　令和2年度出前考古学教室実績一覧（授業実施数）
No. 実施日 市町村名 学校名 学年 クラス数 人数 備考
1 5/	11	㈪ 須崎市 新荘小学校 6 1 14人
2 5/	12	㈫ 〃 南小学校 6 1 5人
3 5/	15	㈮ 〃 上分小学校 6 1 12人
4 5/	18	㈪ 宿毛市 平田小学校 6 1 14人
5 5/19	㈫ 四万十市 東山小学校 6 2 53人
6 〃 〃 蕨岡小学校 5・6 1 5人
7 5/22	㈮ 〃 東中筋小学校 6 1 16人
8 5/25	㈪ 津野町 中央小学校 6 1 15人
9 5/26	㈫ 日高村・佐川町組合立 加茂小学校 6 1 19人
10 5/28	㈭ 高知市 第四小学校 6 2 65人
11 〃 香美市 山田小学校 6 2 82人
12 5/29	㈮ 須崎市 浦ノ内小学校 6 1 23人
13 6/	1	㈪ 高知市 鴨田小学校 6 4 137人
14 6/	2	㈫ 高知市 潮見台小学校 6 1 32人
15 〃 いの町 伊野南小学校 6 1 38人
16 6/	3	㈬ 土佐市 北原小学校 6 1 11人
17 6/	5	㈮ 高知市 十津小学校 6 2 55人
18 〃 南国市 長岡小学校 6 2 41人
19 6/	8	㈪ 大月町 大月小学校 6 1 31人
20 6/	9	㈫ 三原村 三原小学校 5・6 1 8人
21 6/10	㈬ 本山町 本山小学校 6 1 15人
22 6/11	㈭ 土佐市 高石小学校 6 1 14人
23 〃 〃 高岡第二小学校 6 1 14人
24 6/12	㈮ 高知市 旭小学校 6 2 55人
25 6/15	㈪ 土佐市 戸波小学校 6 1 15人
26 〃 いの町 川内小学校 6 1 14人
27 6/17	㈬ 須崎市 吾桑小学校 6 1 16人
28 6/18	㈭ 土佐清水市 清水小学校 6 1 44人
29 6/19	㈮ 黒潮町 三浦小学校 6 1 12人
30 6/22	㈪ 黒潮町 田ノ口小学校 5・6 1 14人
31 6/23	㈫ 四万十市 中村南小学校 6 1 35人
32 6/24	㈬ 佐川町 黒岩小学校 5・6 1 12人
33 6/25	㈭ 高知市 昭和小学校 6 3 90人
34 6/26	㈮ 高知市 一ツ橋学校 6 2 48人
35 6/29	㈪ 〃 秦小学校 6 4 140人
36 6/30	㈫ 〃 昭和小学校 6 3 90人
37 7/	2	㈭ 〃 横浜新町小学校 6 3 97人
38 7/	3	㈮ 土佐市 宇佐小学校 6 1 21人
39 7/	6	㈪ 土佐清水市 下ノ加江小学校 6 1 10人
40 7/	9	㈭ 土佐市 波介小学校 6 1 15人
41 7/10	㈮ 四万十市 西土佐小学校 6 1 14人
42 7/16	㈭ 南国市 大篠小学校 6 4 146人
43 8/	1	㈫ 越知町 横倉山自然の森博物館 7人 C

合計（前期分） 1,614人
No. 実施日 市町村名 学校名 学年 クラス数 人数 備考
1 	9	/	4	㈮ 黒潮町 伊与喜小学校 5・6 1 4人
2 	9	/10	㈭ 高知市 五台山小学校 6 1 14人
3 	9	/25	㈮ 〃 はりまや橋小学校 6 2 64人
4 10/	4	㈰ 香美市 大宮小学校 2 1 25人 B
5 10/27	㈫ 日高村 日下小学校 6 1 23人
6 10/31	㈯ 香美市 山田小学校 5 3 78人 B
7 11/	5	㈭ 室戸市 室戸小学校 3 1 26人 〃
8 11/28	㈯ 香美市 舟入小学校 3 1 23人 〃
9 12/11	㈮ 高知市 高知県立北高校 1〜3 1 23人
10 	3/	 5	㈮ 〃 鏡小学校 6 1 12人

合計（後期分） 292人

2. 指定管理事業
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例年は，1つの道具を2人で使用するが，今年度は新型コロナウィルス対策として，1人が1つ使用
して行った。
　体験では，現代では当たり前に身近にある火の便利さと危険さ，火を手に入れるための古代人の
知恵や技術を学ぶ機会としている。火起こしは体力や根気も必要で，時間内に着火までできない場
合もあるが，何度もチャレンジすることで便利な道具の無い時代の苦労を肌で感じることができる。
また，一度つけた火は消えないように工夫してきたことも説明し，火の大切さについても感じる機
会とした。
　勾玉づくりの勾玉は市販の製作セットを使っている。材料として使用する滑石は柔らかく工作が
容易なので，短時間でオリジナル勾玉を作成することができる。勾玉の形の由来や使われ方などを
学習した後に作り方を説明して約60分間で製作を行う。石に絵を描き，ノコギリで切り，サンドペー
パーで磨いて仕上げる根気のいる作業である。自分の作品が出来上がる達成感とともに，古代の人々
に思いを馳せることができる活動で毎年変わらず人気である。自分だけのものが作れる喜びは毎年
変わらず人気である。

ⅲ 本年度の成果と今後の取り組みについて

a.  実施回数や実施校について

　これまでの取り組みの成果によって，毎年申し込みのある学校や複式学年の学校では隔年で申し
込みがあるなど，6年生の歴史学習の一部として定着している学校も増えている。実施傾向としては，
小学校の歴史授業の進捗に合わせて考古学教室を希望する学校が多く，前期に申し込みが集中して

写真28　出前考古学教室（勾玉づくり）写真27　出前考古学教室（火起こし）

写真25　出前考古学教室（授業風景） 写真26　出前考古学教室（展示解説）

Ⅲ　年間事業の概要
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いる。後期は学校行事等の関係からか希望校が少ない状況は変わっていない。
　児童数減少，教育課程の変更等により，年間を通じて実施回数は減少傾向にある。また，県中部
や西部に比べると東部地域からの申し込みが少ない。本県は人口減少傾向にあり，特に郡部では学
校数も統廃合により減ってきている状況にあるが，地域の歴史学習として活用してもらえるように
取り組みを続けていく。また，中学・高校など幅広い学校関係とともに地域の社会教育活動や団体
活動でも利用してもらえるように積極的に連携を深めていきたい。

b. 内容について

　授業は，視聴覚機器を使い図や写真などを提示して分かりやすい教材作成を心がけており，遺跡
や地域の歴史に興味をもったという感想が多く得られている。特に実施校周辺の遺跡についてピッ
クアップし，学校周辺の遺跡地図を作成し，自分たちの身近な所に遺跡があることに理解を深めて
もらうように心がけている。展示解説では，遺物の解説だけでなく古代人が実際に使った遺物を見
て触れることで，形や手触り，重さなどを実感できる体験は貴重である。また，実施校周辺の遺跡
から出土した遺物があれば，学校に持ち込み展示で紹介するようにしている。火起こし体験は，火
をつけることができた時の驚きや喜びも忘れることができないものとなっているようである。勾玉
づくりは根気よく取組まねばならないが，努力が形となったときに，古代の人々の思いをも共有で
きるのではないかと思う。さらに時間的余裕があれば，充実・展開できるものと思われる。

c. 学校側の受入れ態勢について

　4月中旬までに実施日と内容を通知した後，電話とファックスで具体的な内容の打ち合わせを行っ
た。当日訪問した際に要請していた機器類や道具等が揃っておらず準備に慌てる学校もあったが，
担当教員や管理職の方に協力していただき概ね円滑に運営することができている。当日は，必要な
機器類や道具等の準備について，学校や担当教員の協力を得ることができた。

d. 火起こし道具について

　舞錐式（マイギリ）と錐揉み式（キリモミ）の道具を使用している。マイギリは消耗と破損が多く，
毎回点検や修理をして使用している。先端の芯棒は，市販の檜丸棒を使用していたが，販売されな
くなったために業者に製作を依頼して調達している。一方，キリモミには調達のしやすい竹やウツ
ギを利用しているが，より適した素材の検討は続けて行く。火種受けには脱脂綿を使用しているが，
雨の日など湿度の高い日は火種からの着火に苦労する場面が見られる。火きり板は消耗品であり大
量に使用するため，杉板で業者に製作を依頼し調達している。今後どのような道具を加工，製作，
調達していくのか検討中であり，安定的に調達できる手だてが必要である。

e. スタッフについて

　2名の担当職員を中心として行っているが，児童の多い大規模校では他の企画調整班職員や整理
作業員の協力を得るなどして弾力的に対応した。特に前期は過密日程となるため，企画調整班職員
全員で担当を交代しながら実施している。 

A B C 合計
回数 実施校 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数

前期 42回 41 	 1,607人 0回 	 0人 1回 7人 43回 	 1,614人
後期 6回 6 	 140人 4回 	 152人 0回 0人 10回 	 292人
合計 48回 47 	 1,747人 4回 	 152人 1回 7人 53回 	 1,906人

表15　令和2年度出前考古学教室実績一覧

2. 指定管理事業
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f. むすび

　出前考古学教室は，県下の学校等に出向き小学6年生を中心に社会科や歴史学習の場で活用して
いただいている。児童生徒や教職員だけでなく，学年行事や PTA活動などを通じて保護者にも考
古学教室の普及啓発ができ，埋蔵文化財への関心をもってもらえる貴重な機会として，今後も教材
に工夫を重ねながら続けていきたい。
　なお，今年度は新型コロナウィルス感染防止対策として，訪問の際にはマスクの着用，手指の消
毒を行うとともに，密を避けるための座席配置など，学校側と入念な打合せを行い実施した。実施
後のアンケートには，遺跡や遺物，体験学習を通して，地域の歴史に興味をもったり，昔の人の知
恵や技術に対して驚きや感心をする感想が多く見られたことは，出前考古学教室の成果としてあげ
ることができる。
　また，児童生徒や教職員だけでなく，学年行事や PTA活動での出前考古学教室の実施を通して，
保護者にも地域の歴史や埋蔵文化財に関心をもってもらえる機会となっており，今後も重要な埋蔵
文化財の広報普及活動として取り組んでいく。

④ 情報公開

　埋蔵文化財及び発掘調査に関する情報公開事業として，ホームページの管理更新を行った。ホー
ムページでは，開催している展示や講座等の情報を提供するとともに各講座のWeb 申し込みを可
能とすることで，参加者の利便性を高めている。また，発掘調査報告書及び展示パンフレット，年
間行事カレンダーなどを電子データ（PDF）として公開し，インターネットを介して最新のデータを
閲覧・ダウンロードすることができ，埋蔵文化財資料の公開活用として有効なコンテンツである。
今年度は，新型コロナウイルス感染防止対策として定員を減らしたことで，公開講座に参加できな
かった方のために，当該講座の動画をホームページに公開した。
　広報活動については，これまで行ってきた学校関係をはじめとする各種団体への働きかけとと
もに，年間行事カレンダーや各公開展示，公開講座の案内をホームページ，ダイレクトメール等
で行っている。一方，新聞やテレビ放送など報道機関での記事掲載や告知放送，県広報枠でのラ
ジオ告知，県及び市町村広報誌や民間情報誌への掲載なども行っている。さらに，展示や講座の
開催情報をより多くの方に知ってもらうため，今年度からポスター・チラシ等を観光関係施設へ
も配布したことにより，埋蔵文化財センターへの知名度や関心は着実に向上してきているものと
考えられる。
　特に今年度は，30周年記念特別展「長宗我部の時代」関連シンポジウム「長宗我部の城と桐紋瓦
の謎」において，地元テレビ局のNHK高知放送局，KUTVテレビ高知「からふる」の取材を受け，
シンポジウムの様子がテレビにて数分間放送された。また，Yahoo ニュースにも取り上げられた。

ⅰ ホームページ

　ホームページに関しては，サイト訪問者に分かりやすく使いやすいWeb サイトを目指して，平
成29年度にコンテンツマネジメントシステム（CMS）の導入を行い，職員によるコンテンツの作成・
更新の容易性と情報提供機能の充実をするとともに，公開講座へのWeb 申し込みやスマートフォ
ンやタブレット端末による閲覧などに対応したリニューアルを実施し，運用と改善を行っている。
また，公開講座の参加申し込みにはホームページからのWeb 申し込みを可能とすることで利便性
を高めるとともに，Facebook のアカウントを取得して SNS を活用した情報発信も行っている。

Ⅲ　年間事業の概要



30

　今年度は，申し込みフォームなどの利便性の改善や，ホームページの
トップバナー等を子供たちがより親しみやすいデザインへの改良などを
行った。今後も埋蔵文化財センターをより県民に広くアピールするため
に，魅力的なコンテンツ配信やホームページ作成に努める必要がある。

ⅱ Web 公開データベース

　平成16年度から始めたWeb公開データベースのうち，遺跡台帳のデー
タベースは高知県教育委員会文化財課の「高知県文化財地図情報システ
ム」に引き継がれ，遺跡情報と高知県埋蔵文化財センターが刊行した発
掘調査報告書，年報，現地説明会資料等の印刷物を PDF化して公開し
ている。

ⅲ 刊行物

　今年度は，埋蔵文化財センターの活動記録として令和元（平成31）年度
の業務実施内容をまとめた『年報29号』を発刊した。

⑤ 団体見学及び研修等の受け入れ

　施設や展示の見学，体験学習（勾玉づくりや火起こしなど）を行う団体見学は，小学校を中心に各種
団体，グループなどの利用があり，今年度は13団体391人（昨年度6団体374人）を受け入れた。
　発掘調査の現地説明会は若宮ノ東遺跡で10月4日（参加者40人），新堀川護岸で10月17日（参加者
50人）と，11月12日（参加者47人）に開催した。また，森山城跡で地元向け説明会を11月1日に開催
し56人の参加があった。金剛頂寺の試掘調査説明会は12月13日に開催し12人の参加があった。今
年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から午前と午後の2回に分けて実施し，三密対策を心が
け実施したが，比較的多くの参加者を得ていることから遺跡や地域の歴史への関心の高さがうかが
えた。
　また，近年は中学生の職場体験を受入れてい
る。発掘現場での掘削作業と遺構の測量作図作
業，整理作業では土器の洗浄，注記，接合，実
測及び遺跡の概要調査として校区の遺跡の位置
図と一覧表の作成を行い，短い期間ではあるが
埋蔵文化財センターの業務を体験してもらって
いる。本年度については新型コロナウイルス感
染拡大の影響で学校側が職場体験学習を中止し
たため，実施はなかった。

⑥ 県保有文化財（遺物・写真）の貸出等

　文化財保護推進のために活用を図ることを基本方針として，博物館等での展示や出版物への掲載，
研究目的の資料調査などについて，出土遺物や写真，図書資料などの貸出しを行っている。また，
学校の授業等で活用できる土器や石器の貸出セットも用意している。
　遺物，文化財写真（画像）等の資料貸出しについては，出土文化財に関する借受の申請が30件，文
化財写真（画像）掲載許可等の申請が16件であった。いずれの申請も文化財の活用や保護推進を目的
としたもので協力的に対応した。令和2年度の主要な博物館施設等の貸出先は，独立行政法人国立

2. 指定管理事業

写真30　団体見学

写真29　ホームページ
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文化財機構九州国立博物館，独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所，高知県立高知城歴史
博物館，高知県立歴史民俗資料館，高知県自然・体験型観光キャンペーン実行委員会，越知町教育
委員会などである。その他，科学研究費補助金等の研究関係の資料調査として20件の依頼があり，
貸出手続を行った。

⑦ その他の取り組み

　ロビーには，DVD視聴コーナー，書籍コーナー，高知県遺跡地図，立体土器パズルなどを設置し，
大人だけでなく児童も楽しみながら遺跡や考古学について学べるスペースとしており，展示期間以
外の来館者の利用にも対応している。今年度は，新たに「触れる石器石材コーナー」を追加した。また，
希望者には展示会の開催に合わせて年4回年間行事カレンダーや展示案内チラシとともに行事案内
を送付しており，送付先の数は年々増加し200人を越えている。平成30年度から開始した公開展示
の観覧や公開講座の受講を対象としたスタンプラリーは，毎年楽しみにしている方も見られるよう
になり，新しいリピーターの獲得に効果を得られている。

⑧ 各種イベント等への参加・協力

　民間商業施設を会場に財団本部が主催する「bunkazaidan こどもクラブ」への参加行事である「ま
いぶん出前考古学教室 in イオンモール高知」は，新型コロナウイルスの影響で中止となった。この
イベントでは，銅鏡づくり，立体土器パズル，各時代の出土遺物展示，クイズラリー，古代衣装体験，
埋文センターキャラクターのペーパークラフトづくり，DVD鑑賞，キャラクター着ぐるみとの触
れ合いなどを行い，家族連れや子どもたちを中心に100人以上の参加が得られていた。ほとんどの
参加者は施設に買い物に来た際に通りすがりに参加した家族連れや学生であり，アンケートでは
埋蔵文化財センターの存在を初めて知った人や，実物の土器などを初めて見る人が多く，当セン
ターで開催している展示会や講座に興味を示してくれる方も多かった。このイベントは次年度も
開催が決まっている。また，昨年度に引き続き南国市観光協会が企画した「長宗我部 RALLY10」
のスタンプラリー対象施設として参加した。今年度は10周年企画として，これまでのポスターや
グッズを一堂に展示する会場として本館研修室を提供し，期間中（12月11日〜1月31日）に170人（昨年
度139人）の来館があった。こうしたイベントへの参加・協力は，当センター及び各種事業に興味を
持ち来館のきっかけになるとともに，地域の遺跡や歴史に関心を持ってもらう良い機会となって
いる。

Ⅲ　年間事業の概要

写真31　ロビー展示（立体土器パズル） 写真32　ロビー展示（触れる石器石材）
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⑶ 研修事業
　研修事業としては，当センターで考古学関係分野の専門家を外部講師として招く職員専門研修を
年1回行うとともに，全国埋蔵文化財法人連絡協議会研修会に参加した。各研修内容は以下のとお
りである。

① 職員専門研修

　調査員の資質向上を目的として開催をしている。今年度は大阪府立弥生文化博物館館長の禰冝田
佳男氏を招き，1日目「埋蔵文化財保護行政の現状と課題」，2日目「弥生時代研究の現状と課題」のテー
マで研修会を実施した。1日目は座学の後，現地講義として，安芸市教育委員会の瓜尻遺跡の発掘
調査現場の視察を行った。研修には当センター職員のほか県内市町村からは土佐市教育委員会，南
国市教育委員会，香南市教育委員会，安芸市教育委員会の4市から参加があった。

② 埋蔵文化財担当者研修

　令和2年度全国埋蔵文化財法人連絡協議会中国・四国・九州ブロック会議に2名が参加し，管理
者部会と調査部会に分かれ，協議，情報交換を行った。また，同協議会研修会に2名が参加した。
文化庁主催の令和2年度第2回埋蔵文化財担当職員等講習会は，新型コロナウイルス感染防止の観
点からオンライン配信による講習会となり，調査員5名が受講した。

№ 研修内容 開催日 講師名 所属・役職

1
「埋蔵文化財保護行政の現状と課題」
「弥生時代研究の現状と課題」

令和2年11月24日〜
11月25日

禰宜田佳男 大阪府立弥生文化博物館長

表16　令和2年度職員専門研修

写真33　職員専門研修（講義） 写真34　職員専門研修（現地講義・安芸市瓜尻遺跡）

№ 研修名 研修期間 研修場所 研修者

1
令和2年度全国埋蔵文化財法人連絡協議会

中国・四国・九州ブロック会議
令和2年10月1日〜

10月2日
広島県広島市

調査課長兼調査第1班長　吉成承三
主任調査員　山﨑孝盛

2 令和2年度全国埋蔵文化財法人連絡協議会研修会
令和2年10月29日〜

10月30日
愛媛県松山市

次長兼総務課長　橋田　歩
専門調査員　久家隆芳

3
令和2年度第2回埋蔵文化財担当職員等講習会

（オンライン配信受講）
令和3年2月3日

高知県立埋蔵
文化財センター

調査員5名

表17　令和2年度埋蔵文化財担当者研修実績一覧

2. 指定管理事業
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⑷ 講師等職員の派遣
　県内外の施設及び団体からの講師や活動指導者などの依頼に対し，埋蔵文化財広報普及の観点か
らできる限り対応することとして，今年度は9件の派遣を行った。

日・期間 派遣職員 依頼元 内容 派遣場所

令和2年5	月12日
吉成承三
坂本裕一

いの町教育委員会
伊野公民館に展示する遺跡出
土品の展示指導

いの町立図書館

令和2年6	月2日 吉成承三
公益財団法人
土佐山内記念財団

令和2年度学術研究・文化学術
振興活動助成金審査会委員

高知県立高知城
歴史博物館

令和2年7月13日
〜8月31日

吉成承三
久家隆芳

香南市教育委員会
鬼ヶ岩屋洞穴試掘調査の技術
指導・助言（期間内業務に支障の
無い日）

香南市文化財センター
鬼ヶ岩屋洞穴

令和2年8	月3日 吉成承三 津野町教育委員会
津野町埋蔵文化財包蔵地（永林
寺跡試掘調査）の調査指導・助言

津野町永林寺跡

令和2年8	月5日 久家隆芳 香美市教育委員会
「八王子宮の石垣修繕，高照寺
地蔵堂の修繕、及び公儀の井戸
の寄付」についての助言

香美市役所，八王子宮，
高照寺地蔵堂，公儀の

井戸

令和2年11月11日 坂本裕一 高知県立佐川高校
令和2年度「佐川学」講座の講師
「遺跡から見る佐川の歴史」

高知県立佐川高校

令和3年1	月20日
松田直則
吉成承三
筒井三菜

高知県教育委員会
令和 2年度第 2回史跡高知城跡
整備計画推進委員会（石垣部会）

高知城ホール

令和3年2	月6日 山﨑孝盛
高知市江ノ口コミュニ
ティーセンター運営委員会

市民講座「遺跡から見た鎌倉時
代の土佐」講師

江ノ口コミュニティー
センター

令和3年2	月13日
松田直則
吉成承三
筒井三菜

高知県教育委員会
令和 2年度第 3回史跡高知城跡
整備計画推進委員会（石垣部会）

高知城ホール

表18　令和2年度講師派遣・調査指導等実績一覧

Ⅲ　年間事業の概要
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Ⅳ 各遺跡の発掘調査概要

1.若宮ノ東遺跡（20−1NW）
所 在 地	 南国市篠原
立 地	 台地縁辺部
時 代	 弥生時代〜近世
調査期間	 令和2年5月7日〜12月18日
調査面積	 2,403㎡
担 当 者	 坂本憲昭・綾部侑真
調査内容	 若宮ノ東遺跡は，南国市篠原に所在する遺跡で長岡
台地の西南端部に位置している。高知県の計画している都市計
画道路高知南国線建設に伴い平成28年度から継続して発掘調査
を実施しており，今年度が5年目にあたる。これまでの調査成果から弥生時代後期後半〜近世にか
けての複合遺跡であることが明らかとなっている。これまで確認された弥生時代後期後半から古墳
時代初頭の竪穴建物跡は90棟近くを数え，県下最大規模の集落跡であることが明らかとなってい
るほか，古代では官衙関連遺構とみられる溝と塀で囲われた大型掘立柱建物跡がみつかっており，
高知県の各時代を復元するうえで重要な成果が得られている。また令和元年度には当遺跡の西端部
付近を調査し，溝により区画された中世後期の屋敷地を当遺跡で初めて確認している。
　今年度の発掘調査は，前年度に隣接した当遺跡の西側にあたる地点を調査した。調査の結果，弥
生時代・古代・中世・近世の遺構・遺物を検出した。
　弥生時代は竪穴建物跡14棟・土器棺墓1基を確認した。竪穴建物跡は平面形が多角形のものが2棟，
円形のものが1棟でそのほかは隅丸方形である。土器棺墓は頸部を打ち欠いた壷を棺として使用す
る。棺の周囲には直径15〜25cm大の円礫を配し棺を固定していた。この土器棺墓は最も近接する
竪穴建物からおよそ40m離れており，昨年度確認した土器棺墓とは埋納場所に差異がみられる。
　古代では，掘立柱建物跡3棟と建物に伴うと考えられる井戸2基を検出した。建物跡の主軸方位
は N－12°－E前後である。建物の多くは調査区外へ延び，規模は不明なところが大きいが，東部
でも井戸を伴う雑舎群が見つかっており，同様の性格をもつ建物群とみられる。

図9　若宮ノ東遺跡位置図

写真35　4区遺構完掘状態（東より） 写真36　土器棺出土状態（東より）
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1. 若宮ノ東遺跡

　中世では，溝・土坑・柱穴などを検出した。溝 SD1は前年度に確認した区画溝の西半にあたる。
これにより東西長が確定し，長さは32mを測る。屋敷区画を正方形と仮定すると，敷地面積は約1,000
㎡となる。溝の内側では，東西に直線的に並ぶピット列を検出した。溝 SD41は溝 SD1の北側で検
出した東西方向に直線的に延びる溝である。規模は，長さ約32m，幅1.5〜1.9m，深さ約1.0mを測
り，断面形は逆台形を呈する。これまでの調査で検出している区画溝の規模が幅0.3〜1.3m，深さ0.1
〜0.6m であることと比較すると規模が大きく，防御機能を備えた「堀」として想定される。溝は現
在の小字「土居」の南限付近に位置することから北側に屋敷地が広がると想定される。
　近世では，区画溝・井戸・ハンダ土坑・土坑墓・柱穴などを検出した。出土遺物から18世紀以
降のものと考えられる。区画溝は調査範囲の西側で検出した。同一方向の溝が重複しており，繰り
返し造成・修繕が行われたと考えられる。そのうちの1条は，南側に石組みによる護岸を構築して
いる。土坑墓は11−1区で4基，11−3区で5基を確認した。いずれも東西方向に並んで造られて
おり，それぞれが異なる屋敷に伴う屋敷墓と考えられる。掘形の平面は方形が8基，円形が1基で
ある。方形掘形の土坑墓からは鉄釘が複数点出土しており，被葬者は木棺に納められていたと考え
られる。人骨は遺存していなかったが，木棺が想定されることから土葬とみられる。方形掘形には
長方形と，正方形に近い形状のものがあり，木棺の形状が異なるのと考えられる。副葬品として土
師質土器皿，煙管，六文銭が出土した。（綾部）

写真37　近世土坑墓完掘状態（11区） 写真38　土坑墓遺物出土状態（煙管・六文銭）
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2. 森山城跡（20−2HM）
所 在 地	 高知市春野町森山
立 地	 独立丘陵
時 代	 中世
調査期間	 令和2年5月7日〜令和3年1月22日
調査面積	 1,062㎡
担 当 者	 池澤俊幸・徳平涼子
調査内容	 森山城跡は標高23ｍの独立丘陵に立地する戦国時代
の山城跡で，南東には森山南城跡，北西には吉良城跡がみられ
るほか，西には仁淀川を望む重要な位置に所在する。森山城跡
では以前から詰のほか3つの曲輪が確認されていたが，発掘調査が行われるのは今回が初めてであ
る。今回の調査は，高知県が計画している県道甲殿弘岡上線建設に伴うもので，調査範囲は森山城
跡の北西部に当たり，令和2年度は詰の下の曲輪より裾部にかけての調査を実施した。
　今回の調査対象地で確認された曲輪は，最も高い場所に位置する曲輪1，その下の曲輪2，裾部
の曲輪3である。曲輪1は北から西にかけて広がる帯曲輪で，北はやや広い平坦面がみられた。調
査では，近世から近代にかけての瓦等の遺物が出土し，後世に利用されたことが明らかとなった。
中世の遺構面は削平を受けたものとみられ，建物跡は検出されなかったものの，西斜面で確認され
た堀切が曲輪を横切っていた。堀切は東斜面には続かず，曲輪1の東端で終わっていた。堀切は断
面がU字形を呈し，曲輪1では幅2.07ｍ，深さ0.88ｍを測る。

Ⅳ　各遺跡の発掘調査概要

写真39　森山城跡全景（北西より）

図10　森山城跡位置図
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2. 森山城跡

　曲輪1と曲輪2の間は切岸となっており，西斜面では曲輪1から続く堀切が確認された。その下
の曲輪2は森山城跡で最も広い曲輪で，北から西に広がり，北側では2面の遺構面が確認された。
上面は16世紀前半とみられ，検出面には焼土や炭化物が確認された。北側部分では造成により広
い平坦面を造り出しており，西側は岩盤を削平して平坦面を造り出していた。この面では建物跡を
確認することはできなかったが，切岸の裾部には，岩盤を刳り貫いた柱穴が多く検出された。また，
西側では曲輪の幅が狭く，岩盤を掘削して造られた幅約50㎝の通路状遺構が検出された。この通
路状遺構の両端は，その下の斜面で確認された竪堀に繋がっていた。
　曲輪2の造成土の下からは，15世紀代とみられる岩盤上に広がる遺構面が確認された。北西部の
尾根状に張り出した部分はやや広い平坦面となっており，炭化物層の下から1間×1間の建物跡が
確認された。北部は幅1.5～2.0ｍを測る狭い曲輪となっており，大型土坑が曲輪を切っている箇所
もあり，防御のための遺構とみられる。
　最下段の曲輪3では土を盛って作った土塁とその内側には堀跡が確認された。土塁の盛土は残存
高約1.5ｍ，堀の底との比高差は約2.2ｍを測る。土塁の東端は近世に削平されていたが，調査区外
となる森山城跡北東部の虎口とみられる箇所に繋がるものとみられる。
　森山城跡の特徴としては，大掛かりな造成を行っていたことや長期にわたり山城を利用していた
ことがあげられる。山城として使用された時期は，今後の詳細な出土遺物の検討が必要だが，14
世紀に使用されていた可能性がある。曲輪2の遺構面は2時期あり， 16世紀前半の遺構面は幅約
6m，高さ約5.5m，全長30ｍ以上の範囲に土を盛り，大掛かりな造成を行い，広い曲輪を造り出し
ていた。この様な大掛かりな造成を行っている山城は県内では確認されておらず，高知県の山城跡
を考える上で非常に大きな成果であったと言える。
　出土遺物では備前焼や常滑焼・古瀬戸などの国産陶器のほか，白磁や青磁・青花などの貿易陶磁
器が多くみられ，切羽や小札，鉄鏃の出土も確認された。森山城跡の周辺には調査が行われた城
跡が多く，中でも木塚城跡は14世紀には機能していた山城とされ，東播系須恵器や古瀬戸の出土
がみられるなど森山城跡と
類似する点もあり，同時期に
機能していた可能性がある
山城としてその関係性につ
いても今後検討していく必
要がある。さらに，出土遺物
には12～13世紀の遺物も含
まれており，山城として使用
される以前にも森山城跡の
ある丘陵が利用されている。
南東に位置する二ノ塀遺跡
でも同様の時期の遺物が出
土しており，丘陵上をどのよ
うな目的で使用していたの
か注目される。（徳平）

写真40　竪堀完掘状態（北西より）
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3. 新堀川護岸（20−3KS）
所 在 地	 高知市菜園場町
立 地	 沖積地
時 代	 近世・近代
調査期間	 令和2年7月13日〜令和3年2月22日
調査面積	 3,270㎡
担 当 者	 下木千佳・筒井三菜
調査内容	 新堀川護岸は高知県が計画している都市計画道路は
りまや町一宮線県単街路整備事業に伴い平成30年度から発掘調
査を実施しており，今年度が3年目にあたる。
　1次調査では遺構面を確認するための部分的な発掘調査，石垣カルテの作成，レーダ探査を行っ
た。2次調査では，石垣の移設に伴い影響を受ける部分について調査を行い，第1遺構面（昭和20年
頃），第2遺構面（明治〜大正），第3遺構面（19世紀初頭〜中頃），第4遺構面（17世紀後半〜18世紀初頭）

からなる4面の遺構面を確認した。
　令和2年度は石垣の移設を行うことから，解体調査及び遺構の調査を行った。石垣解体に伴う主
な成果として，旧石垣の検出，胴木の検出，明治15年二銭銅貨が挙げられる。旧石垣は自然石を
使用した乱積みであり，背面より19世紀前半の遺物が出土している。旧石垣に使用されている胴
木と墨書胴木は加工方法や施工方法が似通っていることや，胴木と遺物の時代に大きな差がないこ
とからその時代周辺に築造された可能性が高まった。19世紀前半の山内家は10代目豊策，11代目

写真41　旧石垣検出状態（南西より）

図11　新堀川護岸位置図

Ⅳ　各遺跡の発掘調査概要
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豊興，12代目豊資の時代である。11代目は1年のみの在位であったため，10代目・12代目の動向
について目を向ける必要がある。その一方，一帯を所有していた竹村家は18世紀より菜園場にて
商売をしており，19世紀前半は2代目只右衛門，3代目興右衛門の時代である。今後検討する余地
が残る。
　各胴木においてはホゾ穴がみられたことや，角材の胴木も加工が綿密であったこと，それぞれが
材木町としての性格を表している。杭等は間伐材が使用されており，それらも規格が3〜5㎝であっ
た。まとまった材木を手に入れやすい環境であったことは言うまでもないが，実際の遺構として検
出できたことは記録に残すべき事項であろう。
　亀甲積み構築年代は当初からの課題であったが，今回の二銭銅貨出土によって幕末の可能性を排
除することができた。また，仏飯器や「天神」と墨書のある胞衣壺が出土したことから，石垣に直
接関連するかは不明であるが，構築において何らかの祭祀が行われた可能性が浮上した。
　石垣だけではなく，立坑部分や管路部の調査においても石列や礎板を検出しており，石灰岩の使
用が顕著である。
　また，今回の調査範囲では桶棺の検出が目立った。桶棺を検出した一帯は竹村家屋敷地の中心で
あり，庭園部分と生活部分の境界となる。
　今回の発掘調査は以上の成果もさることながら，石垣の解体を実際に行い，また積み直しにも立
ち会ったことで当時の構築がいかに煩雑かつ難易度が高いものであったかを記録に残すことができ
た。また，郭中の武家屋敷の発掘調査や高知城の石垣調査は実施されていたが，新堀川護岸一帯は
今まで調査されていなかった。今回の調査により郭中外の幕末から近代の様相が初めて明らかとな
り，大きな成果が得られた。（下木）

写真42　亀甲積み石垣断面（南より）

3. 新堀川護岸
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4. 土佐藩主山内家墓所（20−4KYB）
所 在 地	 高知市筆山町
立 地	 山腹
時 代	 近世
調査期間	 令和2年7月20日〜10月31日
調査面積	 33㎡
担 当 者	 池澤俊幸
調査内容	 国史跡 土佐藩主山内家墓所は高知城の南方の丘陵，
筆山の北斜面にあり，南北約130m，東西200mの墓域に藩主15
名とその夫人，家族18名の墓標等があるほか，周辺には分家や
家臣団の墓地も展開している。山内家は国替えがなく，また藩主が江戸滞在中に死去した場合も遺
骸を土佐へ帰国させる「帰葬」を行ったため，15代豊信を除く歴代藩主の墓が一箇所にまとまって
いる。また，全国の大名家墓所の多くが明治時代の宗旨替えの影響を受けている中で，山内家は墓
地を基本的に改変しなかったため，石造物や廟所の構造がよく残っている点も特徴である。高さ3
〜5mの墓標のほか，石灯籠，亀跌を伴う碑などの石造物が林立している。墓所は，最上方の初代
の廟所へ向かう石段を軸に，左右に平場を造成しているが，長年の風雨や樹木根の影響により近年
石垣の損傷が目立ってきたため，本年度は石垣の崩落がみられる墓所西部の石垣について現状を把
握し，将来の修理のための資料を得るための調査を行なった。
　調査は，石垣の基部や内部の構造を可能な範囲内で解明することを目指した。その結果今回最も
山裾側にある石垣の基底部では，石垣構築にあたって地山岩盤を露出させ，若干整地した上に築石

Ⅳ　各遺跡の発掘調査概要

図12　土佐藩主山内家墓所位置図

図13　史跡土佐藩主山内家墓所調査区位置図
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を積み上げていることが判明した。裏グリの厚さは場所によって異なり，数㎝〜30㎝や38～70㎝
の場所があるが，いずれも高知城石垣のそれの約半分以下である。裏グリの背後は全て盛土であっ
たが，締まりがなく，叩き締め等は行っていない。築石の石材は基本的にチャートで，高知市およ
び周辺に分布しており，墓所がある筆山周辺で調達した可能性もある。
　調査地区一帯には瓦や漆喰の破片が散在しており，石垣天場付近には築地塀が存在した可能性が
ある。5代・8代間を区切る石垣土塁の上面では，2〜3段積みで両側の幅約2.3m の石積を発見し，
土塁上にさらに構築されていた築地塀の基礎である可能性がある。
　以上のように，斜面で谷部を含む立地条件の中での墓所普請の一端を垣間見ることができた。初
代以降，逐次墓所の拡大が必要となっていったが，今回の調査地一帯は谷部にあたり，普請には特
に困難を伴ったとみられる。今後は調査成果を活用し，石垣の復元と保全に早期に着手することが
望まれる。（池澤）

写真43　土佐藩主山内家五代・八代藩主墓地間の土塁石垣（西より）

4. 土佐藩主山内家墓所
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5.高知城跡（20−5KCU）
所 在 地	 高知市丸ノ内
立 地	 丘陵上
時 代	 近世
調査期間	 令和2年11月9日～ 12月4日（確認調査）

	 令和3年1月5日～ 2月26日（石垣解体調査）

調査面積	 36㎡
担 当 者	 筒井三菜
調査内容	 改修工事の対象となった範囲は高知城三ノ丸の北側
の腰曲輪にあたる，梅ノ段北側石垣R75面とR74面である。対象
部分の石垣天端には，公園化に伴い植栽されたと考えられる樹木が石垣に迫っており，根の一部は築
石を押し出している状態であった。また，築石が抜けている箇所も確認されていた。
　今回改修工事の対象となったR74面に近接するR73面の石垣においては，平成29年度に上陸した
台風22号の影響により，樹木が石垣の築石を抱き込んだまま倒れ，一部が崩壊する事例がおきたた
め，石垣を動かす可能性がある樹木の抜痕に伴う梅ノ段北側石垣改修工事を実施する運びとなった。
この石垣改修工事に伴い，工事によって影響を受ける部分については遺構の有無及びその状況を把
握するために工事部分にトレンチを設定し，事前に確認調査を行った。
　調査の結果，R75面とR74面の背面において，石垣の天端石の先端から約1.5m内側に水路状遺構
を検出した。この水路状遺構は，側石と考えられる石と側石間の底面にあたる部分をハンダ土で固
めたもので構成されたもので，規模は，検出長がR75面の東西方向で11.5m，R74面にあたる南北方
向で2.0m，幅は0.8m前後を測る。R75面では東西方向に延び，途中でR74面に沿って南方向に折れて
延びるものと考えられる。残存状況は，東西方向では北側の側石の一部と南側の側石には中央部か
ら東側の側石がない状態で，底面であるハンダ土のみが残存している箇所もみられた。抜き取られ
たか，木の根の影響により動いている可能性が考えられた。
　平成16年度に実施された
三ノ丸の石垣改修工事に伴
う発掘調査においても同様
な遺構が検出されており，
一部は石垣の石樋に続いて
いる状況であった。今回検
出した側石と底面ハンダの
標高を測ると，東側から西
方向にむけて少しずつ低く
なっていた。このR75 面の
西側延長線上の石垣にも三
ノ丸と同じく石樋が位置し
ており，この石樋に向けて
排水がなされていたものと 写真44　梅ノ段北側石垣水路遺構検出状態（西より）

図14　高知城跡位置図

Ⅳ　各遺跡の発掘調査概要



44

推測される。
　石垣改修工事は，石垣R75
面の背面に位置する切株の
除去を目的に解体時には樹
根の状況，栗石と盛土の状
態及び石垣を構成する築石
に関する破石の確認を実施
した。石垣を間近で確認す
ると，樹木の根が天端石を
押し出し，抜けている箇所
がみられ，さらに，2石目築
石の一部は樹根により押し
出され，崩落してもおかし
くない状態であった。今回，
抜痕対象である切株及び太い樹根については撤去し，健全な石垣についてはできるだけ解体を実施
しないことを基本とし，石垣改修工事に伴う発掘調査を進めた。
　高知城の絵図等の史料をみると，石垣上に築地塀が描かれており，今回の石垣解体に伴い，築地塀
に付随する控柱等の遺構が確認されるのではないかと考えられた。実際に解体調査を進めると，天
端から2石目あるいは3石目の背面（標高28.95 ～ 29.15m）から，控柱と考えられる柱穴を3個検出した。
石垣R75面の西端近くにP1，そのP1から12.28m東側にP2，さらに，P2から約3.2m西側よりP3を確
認することができた。それぞれの規模が，P1は検出長が南北で72㎝，東西72㎝以上と推定され，検
出面から底面までの深さは62㎝を測る。P2は長軸約1.0m，短軸0.58mで，検出面から底面までの深さ
は18 ～ 36㎝を測る。P3は長軸約1.0m，短軸0.52m以上と推定され，検出面から底面までの深さは44
㎝を測る。埋土はともに漆喰片と瓦片及び礫を含む褐色土で，一部明褐色土がブロック状で混じる。
埋土中からは，主に瓦の出土がみられた。これらの柱穴は，水路状遺構より下面で検出しているこ
とから，水路遺構より古いものと考えられる。
　また，これらの柱穴を控え柱と考えるならば，今回改修を行った天端から2石目までは後世の積み
直しの可能性が考えられるものである。（筒井）

写真45　梅ノ段北側石垣3段目石尻及び栗石検出状態（R74・75面南西より）

5. 高知城跡
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6.札所寺院（金剛頂寺）試掘調査（20−6MKT）
所 在 地	 室戸市元
立 地	 丘陵上
時 代	 中世〜近世
調査期間	 令和2年11月16日～ 12月16日（確認調査）
調査面積	 16.2㎡
担 当 者	 吉成承三
調査内容	 四国四県が計画している「四国八十八箇所霊場と遍
路道」の世界遺産登録に向けた取り組みの一つとして，構成す
る資産を保護するため，札所寺院及び遍路道を史跡指定にする
ための発掘調査を行うことを目的とし試掘調査を実施した。今次調査は，第26番札所金剛頂寺（高
知県室戸市元乙554）の痕跡を確認するため，二箇所の平場について試掘確認調査を実施した。江戸
時代に描かれた『霊場記』（元禄二（1689）年）及び『四国遍禮（礼）名所図会』（寛政十二（1800）年）には，
本堂東側に石垣と平場が描
かれ「十八社」として堂字が
記されている。また，『四
国遍禮（礼）名所図会』（寛政
十二（1800）年）の方には，本
堂の裏側に「多宝塔」が描か
れており，いずれの建物も
寺院を構成する重要な建物
である。現在の本堂東側に
は十八社や多宝塔の建物は
残っていないが，本堂の東
側には絵図に描かれている
十八社が建っていた場所と
考えられる石垣で囲まれた
平場がある。また，この平
場の北側には一段高い平場
があり，今回の調査は絵図
に描かれた「十八社」および
「多宝塔」に関連する遺構の
有無についてトレンチを設
定し試掘確認調査を実施し
た。「十八社」推定地の調査
では現存する石垣（石積み）

で区画される境内地は東西
17.4m，南北18.0m を測り，

図16　『霊場記』（元禄二（1689）年）

図17　『四国遍禮（礼）名所図会』（寛政十二（1800）年）

Ⅳ　各遺跡の発掘調査概要

図15　金剛頂寺位置図
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「十八社」境内地南側の石垣中央部で階段の袖石（耳石）と，石段に使われていた思われる石の一部
を確認した。また，「十八社」境内地の中央部では，社殿の向拝部分の土台石列を検出した。間口
幅は4.3m（二間半），奥行きは4.5m まで北に続くが，その先が欠損しており，社殿全体の規模は
不明であるが，向拝柱を支える礎石もみつかり，直径が40㎝ほどの円礫が使われている。社殿の
全体構造，規模は検証の余地を残すが，今回の調査では，絵図に描かれた「十八社」の位置を特定
できたことが大きな成果であった。絵図に描かれている「多宝塔」推定地の調査では，本堂北東側
に設定したTR5で南北に続く石列を検出した。この石列の南延長部には石垣の隅石と思われる石
があり，絵図に描かれ
ている多宝塔に向かう
石段の可能性が浮上し
た。また，北側の一段
高い平場では，周囲に
土塁状の地形の高まり
があり，直径50㎝を超
える大きな石が所々に
点在している。畑地と
して開墾されている部
分であるが，絵図に描
かれている多宝塔基壇
に使用されていた石の
可能性も考えられるた
め，現状地形の測量を
行い記録をとった。今
回の調査では多宝塔に
関連する明確な遺構は
確認されなかったが，
絵図に描かれている寺
院を構成する建物が
立っていたと思われる
位置から，原地形より
絵図を読み解くことに
よって多宝塔の位置（多
宝塔が立っていた可能性

が高い場所）を推定する
ことができた。（吉成）

写真46　十八社推定地礎石建物跡検出状態（南西より）

写真47　多宝塔推定地石積み検出状態（北より）

6. 札所寺院（金剛頂寺）
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Ⅴ 条例・規則等

1. 高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例
　高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
　高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例

（平成17年7月19日条例第55号）

　高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例（平成3年高知県条例第3号）の全部を改正
する。

（設置）

第1条	 埋蔵文化財を調査研究し，及び保存するとともに，公開し，及び活用することにより，埋蔵
文化財に関する知識を深め，もって県民文化の振興に寄与するため，高知県立埋蔵文化財センター
（以下「センター」という。）を南国市に設置する。

（指定管理者による管理等）

第2条	 センターの管理は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定に基づき，法
人その他の団体であって，教育委員会が指定するもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせる
ものとする。
2	 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては，教育委員会は，
指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし，センターの適正な管理
を確保するため公募を行わないことについて相当の理由がある場合は，教育委員会が適当と認め
る法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

（休館日）

第3条	 センターの休館日は，次に掲げるとおりとする。
⑴	 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
⑵	 12月29日から翌年の1月3日まで
2	 前項の規定にかかわらず，教育委員会が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要
があると認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは，同項に規定する休館日
を変更し，又は臨時に休館日を定めることができる。

（利用時間）

第4条	 センターの利用時間は，午前8時30分から午後5時までとする。
2	 前項の規定にかかわらず，教育委員会が特に必要があると認めたとき又は指定管理者が必要
があると認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは，同項に規定する利用時
間を変更することができる。

（センターの利用）

第5条	 センターを利用する者（以下「利用者」という。）は，センターに保存されている埋蔵文化財及
び保管されている埋蔵文化財に関する資料（次条において「埋蔵文化財等」という。）の観覧，閲覧，撮影
又は模写等をすることができる。
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（遵守事項）

第6条	 利用者は，次に掲げる事項を守らなければならない。
⑴	 センターの施設，設備若しくは埋蔵文化財等（以下「設備等」という。）を損傷し，又はそのおそ
れのある行為をしないこと。
⑵	 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
⑶	 前2号に掲げるもののほか，センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

（損害賠償義務）

第7条	 利用者又は指定管理者は，故意又は過失によりセンターの設備等を損傷し，又は滅失した
ときは，これによって生じた損害を知事の認定に基づき賠償しなければならない。

（指定管理者が行う業務）

第8条	 指定管理者は，次に掲げる業務を行うものとする。
⑴	 センターの設備等の維持管理に関する業務
⑵	 センターの設置の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務

（指定管理者の指定の申請）

第9条	 第2条第2項本文の規定により指定管理者の公募を行った場合において，同条第1項に規定
する指定管理者の指定を受けようとするものは，教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書
類を添えて，当該指定について教育委員会に申請しなければならない。
⑴	 前条各号に規定する業務（以下「業務」という。）に係る事業計画書
⑵	 前号に掲げるもののほか，教育委員会が特に必要なものとして教育委員会規則で定める書
類

（指定管理者の指定等）

第10条	 教育委員会は，前条の規定による申請があったときは，次の各号のいずれにも該当するも
ののうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。
⑴	 前条第 1号の事業計画書（以下この項において「事業計画書」という。）によるセンターの管理が
県民の平等利用を確保することができるものであること。
⑵	 事業計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるとともに，その業務に係る経費
の縮減が図られるものであること。
⑶	 事業計画書に沿った業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており，又は確保で
きるものであること。
⑷	 事業計画書による業務の実施により，県民の埋蔵文化財に関する知識を深め，県民文化の
振興に寄与することができるものであること。
2	 教育委員会は，第 2条第 2項ただし書の規定に基づき又は前項の規定により指定管理者の候
補者を選定したときは，議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
3	 指定管理者は，その名称，主たる事務所の所在地その他教育委員会規則で定める事項に変更
があったときは，遅滞なく，その旨を教育委員会に届け出なければならない。

（事業報告書の作成及び提出）

第11条	 指定管理者は，毎年度終了後 30 日以内に，次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成
し，教育委員会に提出しなければならない。ただし，年度の途中において，第13条第1項の規定に

1. 高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例
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Ⅴ　条例・規則等

基づき指定を取り消されたときは，その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該
日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
⑴	 業務の実施状況及び利用者の利用状況
⑵	 業務に係る経費等の収支状況
⑶	 前 2 号に掲げるもののほか，指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために教
育委員会が必要であると認めるもの

（業務報告の聴取等）

第12条	 教育委員会は，センターの管理の適正を期するため，指定管理者に対して，業務及びその
経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め，実地に調査し，又は必要な指示を
することができる。

（指定の取消し等）

第13条	 教育委員会は，指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を
継続することが適当でないと認めるときは，その指定を取り消し，又は期間を定めて業務の全部
若しくは一部の停止を命ずることができる。
2	 前項の規定に基づき指定を取り消し，又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命
じた場合において指定管理者に損害が生じても，県はその賠償の責めを負わない。

（指定等の告示）

第14条	 教育委員会は，次に掲げる場合には，その旨を告示するものとする。
⑴	 第10条第2項の規定による指定をしたとき。
⑵	 第10条第3項の規定による名称又は主たる事務所の所在地の変更に係る届出があったとき。
⑶	 前条第 1項の規定に基づき指定を取り消し，又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の
停止を命じたとき。

（原状回復義務）

第15条	 指定管理者は，その指定の期間が満了したとき又は第 13 条第 1項の規定に基づき指定を
取り消され，若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは，その管
理しなくなった設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし，教育委員会の承認を
得たときは，この限りでない。

（秘密保持義務）

第16条	 指定管理者又は業務に従事している者は，高知県個人情報保護条例（平成13年高知県条例第
2号）の規定を遵守し個人情報を保護するとともに，業務に関し知り得た秘密を他に漏らし，又は
自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し，若しくは指定を取
り消され，又は業務に従事している者がその職務を退いた後においても，同様とする。

（委任）

第17条	 この条例に定めるもののほか，センターの管理に関し必要な事項は，教育委員会規則で定
める。
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附則

（施行期日）

1		 この条例は，平成18年4月1日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。

（準備行為）

2		 この条例による改正後の高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例
（以下「改正後の条例」という。）第 2条第 1項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な
その他の行為は，この条例の施行の日前においても，改正後の条例第9条並びに第10条第1項及び
第2項の規定の例により行うことができる。

（経過措置）

3		 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理
に関する条例第2条の規定に基づき委託している高知県立埋蔵文化財センターの管理については，
平成18年9月1日（同日前に改正後の条例第10条第2項の規定による指定をした場合は，当該指定の日）まで
の間は，なお従前の例による。

1. 高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例
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Ⅴ　条例・規則等

2. 高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則
　高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。
　高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則

（平成17年7月29日教育委員会規則第30号）

　高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成3年高知県教育委員会規則
第5号）の全部を改正する。

（趣旨）

第1条	 この規則は，高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例（平成17年高知県条
例第55号。以下「条例」という。）第 17 条の規定に基づき，高知県立埋蔵文化財センター（第4条において
「センター」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（指定管理者の指定の申請に必要な書類）

第2条	 条例第9条の教育委員会規則で定める申請書は，別記様式によるものとする。
2	 条例第9条第2号の教育委員会規則で定める書類は，次に掲げるとおりとする。
⑴	 条例第8条各号に規定する業務に係る収支予算書
⑵	 定款，寄附行為，規約その他これらに類する書類
⑶	 法人にあっては当該法人の登記事項証明書，法人以外の団体にあっては代表者の住民票の
写し
⑷	 前項の申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度に係る財務諸表等経営の状況
を示す書類
⑸	 前各号に掲げる書類のほか，教育委員会が必要があると認める書類

（指定管理者に係る変更届出事項）

第3条	 条例第10条第3項の教育委員会規則で定める事項は，指定管理者の代表者の氏名とする。

（委任）

第4条	 この規則に定めるもののほか，センターの管理に関し必要な事項は，教育長が別に定める。
附則

（施行期日）

1		 この規則は，平成18年4月1日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。

（準備行為として行う申請に必要な書類）

2		 条例附則第 2項の規定に基づき，条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必
要な書類については，第2条の規定の例による。
別記様式（第2条関係）
指定管理者指定申請書
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3. 高知県立埋蔵文化財センターの指定管理者の指定

高知県教育委員会指令29高文財第889号

公益財団法人高知県文化財団　様

　平成29年11月8日付けで申請のありました高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関す
る条例第9条の規定に基づく指定管理者の指定については，同条例第10条第2項の規定に基づき指
定します。

平成29年12月21日

高知県教育長　田村　壮児

1 施設の名称
高知県立埋蔵文化財センター

2 施設の所在地
南国市篠原南泉1437－1

3 指定期間
平成30年4月1日から平成35年3月31日まで
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